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担当　土木管理部自転車政策課
電話　２２２－３５６５
京都市内の国道における放置自転車対策の強化について
　
京都市内の国道における放置自転車対策につきまして，平成22年9月1日から，別紙のとおり，「京都市自転車等放置防止条例」の規定に基づき放置自転車撤去を実施することになりましたので，お知らせします。

なお，今年度については，本市による鴨川河川敷における放置自転車の一元撤去や毎土曜日の放置自転車撤去など，新たな取組を実施しておりますが，今後におきましても，休日や夜間の撤去を強化するなど，「歩くまち・京都」の実現に向け，精力的に施策の展開を図って参ります。










